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第５回新株予約権の放棄に伴う特別利益の計上に関するお知らせ

当社は、当社および当社⼦会社取締役、ならびに当社従業員に対して発⾏した第５回新株予約権につい
て、下記のとおり、放棄の申し出を受けました。そのため、当該新株予約権は消滅し、特別利益を計上い
たしますのでお知らせいたします。

記
１．消滅する新株予約権の内容

第５回新株予約権
（1）取締役会決議⽇ 2017年 10⽉ 27 ⽇
（2）新株予約権の割当対象者 当社取締役５名、従業員 32名、⼦会社取締役３名
（3）新株予約権の⾏使期間 2019年 10⽉ 28 ⽇〜2024 年 10 ⽉ 27 ⽇
（4）発⾏した新株予約権の数 800 個
（5）新株予約権の⽬的である株式の数 普通株式 160,000 株
（6）新株予約権の⾏使価格 １株当たり 676円
（7）放棄される新株予約権の個数（株数） 768 個（153,600株）
（8）放棄後の新株予約権の個数（株数） ０個（０株）
（注１）本件放棄（2024年７⽉ 31 ⽇付）の実⾏前において、新株予約権の割当対象者の退職等に伴
い、既に 32 個が失効となっております。
（注２）2018年２⽉１⽇付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を⾏ったことに伴い、新株
予約権の⽬的である株式の数、新株予約権の⾏使価額が調整されています。

２．消滅の理由について
中⻑期的な当社グループの業績向上に対する意欲、⼠気を⼀層⾼め、更なる企業価値の向上を図

ることを⽬的として、当社および当社⼦会社取締役、ならびに当社従業員に対して、無償にて第５回
新株予約権を発⾏いたしました。

   しかしながら、その権利⾏使価額が時価を著しく上回る状況にあり、発⾏当初に想定していたイ



ンセンティブプランとしての役割を⼗分に果たしているとは⾔い難い状況の中、第５回新株予約権
者から⾃主的に権利放棄の申し出があり、当該新株予約権が消滅するものであります。

３．新株予約権の消滅⽇
2024年 7 ⽉ 31 ⽇

４．特別利益の計上について
   本件放棄の実⾏により、2024 年７⽉期通期決算において、貸借対照表の純資産の部に計上してお

りました新株予約権 35 百万円を取り崩し、新株予約権戻⼊益として特別利益に計上いたします。当
該新株予約権戻⼊益による今期業績に与える影響につきましては、本⽇公表の「2024年７⽉期 決算
短信〔⽇本基準〕（連結）」に反映しております。
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